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Ⅰ．はじめに

　本稿では，ディスクロージャーの中心となる
財務諸表の検討に加えて，非営利組織では，不
可欠なアウトカムを開示することができる主要
業績評価指標（KPI）についても検討すること
で，非営利組織のディスクロージャーとその分
析の考察を試みる。アウトカムは，主体のアウ
トプットの結果として生じる，もしくはアウト
プットに合理的に起因する社会への影響であ
る。
　公共サービスの担い手が非営利目的の場合
は，納税者や寄附者が主な資金の提供者あるい

はサービスの受け手であるため，その組織の業
績は，サービス提供の努力と成果に係わるアウ
トカム等で評価される。現代では，世界的にみ
ても，国の財政健全化政策の中で非営利組織の
サステナビリティが求められているために，営
利目的の場合と同様に財務業績の評価が重要性
を増している。
　本稿では，まず，非営利組織の範囲と会計基
準等を特定して，その財務諸表についての類型
化を試みる。次に，公共サービスの担い手がパ
ブリックとプライベートのセクター間の垣根を
超えて拡大している現状を鑑みて，非営利組織
の中からパブリックの区分にある独立行政法人
とプライベートの区分にある公益法人の財務諸
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表の特徴を明らかにしてみる。最後に，サステ
ナビリティ業績を分析する指標として利用する
ことができるKPIである会計メトリックの検討
を加味することで，非営利組織のディスクロー
ジャーとその分析について考察してみたい。

Ⅱ．非営利組織の範囲と会計基準等

１．非営利組織の範囲

　ここでは，非営利組織の範囲について，米国
の財務会計基準審議会（FASB）が1978年に公
表している『FASB研究報告書』「非営利組織
における財務会計　－概念諸問題の調査報告
書」（「アンソニー報告書」）を用いて特定して
みる。「アンソニー報告書」では，図表１の中
で示されている通り，タイプAとタイプBの非
営利組織が考えられている。ここでの非営利と
は，米国での内国歳入法によって，①利益の創
出を主要な目的として運営されていないこと，
②会員，理事または役員に資産又は収入を分配
したり，便益を与えたりしないこと，③解散し
た場合，残余財産を他の非営利組織に引き渡す
か，州政府に帰属させて個人に引き継がせない
ことなどである。
　図表１では，タイプAは，完全にあるいはほ
ぼ完全に，財貨の販売又はサービスの提供によ
る収益から資金を得ている非営利組織である。
一方，タイプBは，財貨の販売およびサービス
の提供以外から相当額の資金を得ている非営利

組織である。つまり，タイプAの非営利組織は，
主に，投下資本によって市場から獲得される自
己収入で原価を回収し，さらに事業に再投下す
るという因果関係的な循環運動が行われるキャ
ッシュ変換サイクルを有する。一方，タイプB
の非営利組織は，主に，国からの財源措置や寄
附金などを収入として，この範囲内で支出を行
う非因果的な片道運動が行われるキャッシュ変
換サイクルを有する（小西［2016］）。
　営利目的の有無によって区分している図表１

の選択肢１では，タイプAとタイプBの両方が
非営利組織に該当する。一方，財務資源の源泉
の相違によって区分している選択肢２では，自
己収入以外から相当額の資金を得ているタイプ
Bのみが非営利組織に該当することになる。米
国の会計制度では，選択肢２を適用して，政府
組織（governmental organizations）を除いた
タ イ プ Bの 非 営 利 組 織（not-for-profit 
organization）には，財務諸表として貸借対照
表（statement of financial position），活動計算
書（statement of activities），キャッシュフロ
ー計算書および注記の公表を求めている
（FASB ［1993］）。これに対して，タイプAの非
営利組織には，営利企業と同様の会計基準およ
び概念報告書が適用されることになる。
　法人形態毎に其々の会計基準等が設定されて
いるわが国の非営利組織は，例えば，本稿で取
り上げている独立行政法人と公益法人の其々に
タイプAとタイプBの法人が混在しているよう

政府組織(governmental organizations) 

s

図表１　営利企業と非営利組織の区分

（出所：Anthony ［1978］ p. 162, Exhibit5. を一部加筆修正）
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に，法人形態毎にタイプAとタイプBに区分す
ることはできない。

２．非営利組織の会計基準等

　公益認定等委員会が認定する公益法人は，特
定非営利法人制度（NPO）と並んで非営利か
つ公益が目的の法人の一般制度であるが，宗教，

学校，医療，社会福祉，更生保護の各法人は，
別立てとなっている。多くの諸外国の制度では，
宗教法人，学校法人，医療法人，社会福祉法人
に該当するものが公益法人に該当し，独立行政
法人，認可法人，特殊法人などのパブリック・
セクターの組織も含まれていることがある。
　わが国における非営利組織は，設立根拠法の

【パブリック・セクター】

対象組織 設立根拠法令 会計基準等 財務諸表等の体系 公表年月 公表機関等
最終改訂

年月

最終改訂

機関等

独立行政法人

独立行政法人

通則法・法人

ごとの個別法

「独立行政法人会計基準」

及び

「独立行政法人会計

基準注解」

＜財務諸表＞

①貸借対照表

②損益計算書

③利益の処分又は損失の処理

に関する書類

④キャッシュ・フロー計算書

⑤行政サービス実施コスト計

算書

⑥附属明細書

平成 年

月

独立行政法人

会計基準研究

会（総務省）

平成 年

月

独立行政法人

会計基準研究

会（総務省）

財政制度等審

議会財政制度

分科会法制・公

会計部会公企

業小委員会（財

務省）

国立大学法人
国立大学

法人法

「国立大学法人会計

基準」及び「国立大学

法人会計基準注解」

報告書

＜財務諸表＞

①貸借対照表

②損益計算書

③利益の処分又は損失の処理

に関する書類

④キャッシュ・フロー計算書

⑤国立大学法人等実施コスト

計算書

⑥附属明細書

平成 年

月

国立大学法人

会計基準等検

討会議（文部

科学省）

平成 年

月

国立大学法人

会計基準等検

討会議（文部科

学省）

地方独立行政

法人

地方独立行政

法人法

「地方独立行政法人

会計基準」及び「地方

独立行政法人会計基準

注解」

＜財務諸表＞

①貸借対照表

②損益計算書

③利益の処分又は損失の処理

に関する書類

④キャッシュ・フロー計算書

⑤行政サービス実施コスト計

算書

⑥附属明細書

平成 年

月

地方独立行政

法人会計基準

等研究会（総

務省）

平成 年

月

地方独立行政

法人会計基準

等研究会（財務

省）

特殊法人・

認可法人

各種の公団法

事業団法，

国庫法等

特殊法人等会計処理

基準

＜財務諸表＞

①損益計算書

②利益処分又は損失処理計算

書

③貸借対照表

④財産目録

昭和 年

月

財政制度等審

議会財政制度

分科会法制・

公会計部会公

企業小委員会

（財務省）

平成 年

月

財政制度等審

議会財政制度

分科会法制・公

会計部会公企

業小委員会（財

務省）

特殊法人等に係る行政

コスト計算書作成指針

＜行政コスト計算財務書類＞

①行政コスト計算書

以下，添付

②民間企業仮定貸借対照表

③民間企業仮定損益計算書

④キャッシュ・フロー計算書

⑤民間企業仮定利益金処分計

算書

又は，民間企業仮定損失金処

理計算書

⑥附属明細書

平成 年

月

財政制度等審

議会財政制度

分科会法制・

公企業会計部

会公企業会計

小委員会（財

務省）

― ―

地方公共団体 地方自治法

今後の地方公会計の推

進に関する研究会報告

書（新地方公会計制度研

究会報告書）

＜財務書類＞

①貸借対照表

②行政コスト計算書

③純資産変動計算書

④資金収支計算書

平成 年

月

新地方公会計

制 度 研 究 会

（総務省）

平成 年

月

今後の新地方

公会計の推進

に関する研究

会（総務省）

地方公営企業
地方公営

企業法

地方公営企業法，

地方公営企業法施行令，

および地方公営企業法

施行規則の財務に関す

る規定

＜財務諸表＞

①損益計算書

②剰余金計算書又は欠損金計

算書

③剰余金処分計算書又は欠損

金処理計算書

④貸借対照表

地方公営

企業法：

昭和 年

月

施行令：

昭和 年

月

施行規則：

昭和 年

月

―

地方公営

企業法：

平成 年

月

施行令：

平成 年

月

施行規則

平成 年

月

―

：

図表２　わが国における非営利組織の会計基準等
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性格等により一般的にパブリック・セクターと
プライベート・セクターに区分される。図表２

は，非営利組織について，法人の設立根拠法，
会計基準等，財務諸表等の体系，公表機関，公
表あるいは最終改訂の時期を整理したものであ
る（平成29年12月現在）。わが国における非営
利組織は，法人形態毎に其々の会計基準等が設
定されているため，同一の取引であっても法人
形態によって異なる会計処理が行われる可能性
があり，其々に財務諸表の体系と表示がある。
　わが国において，非営利組織に対する統一的
な会計基準等が存在していない理由は，次の通
りである。それは，非営利法人の一般法が存在
しないため，民法の社団・財団法人に関する規
定の他は，学校法人や社会福祉法人のような特
定の業種別等の実定法しかなく，しかもこれら
の法律による法人の設立には，会社の場合にお
ける準則主義は一般的に採用されず，許可主義
ないし認可主義が大勢となっているため，業種
別等のタテ割行政官庁による行政主導型の形態
が多く支配しているためである（若林［1997］）。
ただし，公益法人制度改革によって準則主義の

一般法人が平成21年に誕生してからは，この限
りではない。

Ⅲ．非営利組織の財務諸表の類型化

１．財務諸表の体系

　非営利組織の財務諸表は，非営利組織の財務
報告の基本目的から導き出された諸機能につい
て，財務諸表間で分担できるように体系化され，
資金の管理者の受託責任および業績を評価する
のに有用な情報を提供する。この業績評価のた
めには，資源の管理および保全についてだけで
はなく，それらの効率的で効果的な利用につい
ても情報提供する必要がある（FASB ［1980］）。
　わが国における非営利組織は，法人形態ごと
に其々の会計基準等が設定されているため，財
務諸表の名称と体系は其々に異なってはいるも
のの，その体系は２つに類型化できる１）。その
一方の類型を代表するのが独立行政法人であ
り，⑴貸借対照表，⑵損益計算書，⑶キャッシ
ュ・フロー計算書，⑷利益の処分又は損失の処
理に関する書類，⑸行政サービス実施コスト計

【プライベート・セクター】

対象組織 設立根拠法令 会計基準等 財務諸表等の体系 公表年月 公表機関等
最終改訂

年月

最終改訂

機関等

公益法人
公益法人制度

公益法人会計基準

＜財務諸表＞

①貸借対照表

②正味財産増減計算書

③キャッシュ・フロー計算書

昭和 年

月

公益法人監督

事務連絡協議

会

平成 年

月

内閣府公益認

定等委員会

学校法人 私立学校法 学校法人会計基準

＜計算書類＞

①資金収支計算書

②事業活動収支計算書

③貸借対照表

昭和 年

月
文部省

平成 年

月
文部科学省

社会福祉法人 社会福祉法 社会福祉法人会計基準

＜計算書類＞

①資金収支計算書

②事業活動収支計算書

③貸借対照表

平成 年

月
厚生省

平成 年

月
厚生労働省

宗教法人 宗教法人法 宗教法人会計の指針

＜計算書類＞

①収支計算書

②正味財産増減計算書

③貸借対照表

④財産目録

平成 年

月

日本公認会計

士協会
― ―

医療法人 医療法 医療法人会計基準

＜財務諸表＞

①貸借対照表

②損益計算書

③財産目録

④附属明細表

⑤純資産変動計算書

平成 年

月
厚生労働省 ― ―

特定非営利活

動法人

特定非営利

活動促進法

法人会計基準策定

プロジェクト最終報告

財務諸表

①活動計算書

②貸借対照表

平成 年

月

法人会計

基準協議会

平成 年

月

法人会計基

準協議会

改革関連３法

図表２　わが国における非営利組織の会計基準等 （続き）



─ 19─

非営利組織のディスクロージャーと経営分析（小西）

算書が作成される。もう一方の類型を代表する
のが公益法人であり，⑴貸借対照表，⑵正味財
産増減計算書，⑶キャッシュ・フロー計算書が
作成される（図表３を参照）。

２．財務諸表の機能

　非営利組織では，一般的に，財貨又はサービ
スを提供することによって利益を得ることが期
待されていないため，財貨又はサービスの提供
によって全てのコストを賄うことも期待されて
いない。しかし，独立行政法人も公益法人も，
収益を生み出す資本集約的なビジネスタイプの
活動を主に行っている法人が多く含まれている
ため，業績を示すための計算書が重要となる。
　そこで，独立行政法人では，収益と費用の期
間対応を表示した業績を示している損益計算書
を組み替えて，サービス提供の努力と成果に係
わる業績を示した行政サービス実施コスト計算
書を作成し，それに流動性を示す直接法表示の
キャッシュ・フロー計算書も作成して，より多
面的な業績評価を可能にしている。損益計算書
を行政サービス実施コスト計算書に組み換えて
いる理由は，損益計算書では行政サービスとそ
のコストの関係を金額で表示することができ
ず，行政サービス実施コスト計算書を作成して，

一定の成果を得るためのコストを最小化するた
めの方策，すなわち，サービスの提供の努力と
成果に係わる一部の業績評価を可能にするため
である。そこでは，独立行政法人の運営に関し
て，納税者の負担に帰せられる行政サービス実
施コストを計算し，そのコスト削減に努めるこ
とを目的とした，税金の履行者である主体の経
営管理責任についての情報を明らかにしてい
る。
　一方，公益法人では，資産と負債の期間変動
額の差額の内訳を，拘束性の有無で区分してい
る正味財産増減計算書を作成して，その使途や
保有形態に拘束性のない一般正味財産の増減に
ついては，収益と費用で対応表示することで業
績を示している。加えて，直接法表示のキャッ
シュ・フロー計算書を作成することで，収益性
と流動性の両面からの業績評価を可能にしてい
る。

Ⅳ． 独立行政法人と公益法人の  
業績表示

１．主体持分の表示

　独立行政法人と公益法人の会計を比較してみ
ると，非営利組織における重要な課題である業
績表示に大きな違いが現われている。それは，

営利企業 独立行政法人 公益法人 財務諸表の機能

財政状態計算書 貸借対照表 貸借対照表 財政状態

財政状態変動計算書 ― 正味財産増減計算書 業績（資金）

包括利益計算書 損益計算書 ― 業績（利益）

キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書 キャッシュ・フロー計算書 流動性

持分変動計算書 利益処分に関する書類 ― 管理者の説明・解釈

行政サービス実施コスト計算書 ― 業績
（サービス提供の努力と成果）

その他 附属明細書 ― 管理者の説明・解釈

―

図表３　財務諸表の体系と機能
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主体持分の表示方法の違いであり，独立行政法
人の会計では，純資産の増減を資本取引と損益
取引に区分して，損益取引については損益計算
書で収益と費用に対応表示している。一方，公
益法人の会計では，純資産の増減を拘束性の有
無で区分して，拘束性のない一般正味財産の増
減を収益と費用に対応表示して，それに受取寄
付金や受取補助金などの拘束性のある指定正味
財産の増減の純額表示を加えて，正味財産増減
計算書を作成している。
　独立行政法人は，「国民生活及び社会経済の
安定等の公共上の見地から確実に実施されるこ
とが必要な事務及び事業であって，国が自ら主
体となって直接に実施する必要はないが，民間
の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されな
いおそれがあるか，または一の主体に独占して
行わせることが必要であるものについて，これ
を効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自
律性，自発性及び透明性を備えた法人（中央省
庁等改革基本法第36条）」であり，平成29年４

月１日現在で87法人が存在している。
　独立行政法人の会計では，資金の源泉の種類
と性質によって，維持すべき資源（資金）かど
うかの判断ができるため，この拘束性に着目し
て，純資産を資本剰余金と利益剰余金に区分し
て業績を表示している。すべての経済主体は持
分を持ち，ゼロの利益を獲得するように活動し
た非営利組織は，その持分を維持したと解釈で
きるので，主体持分の維持という考え方は非営
利組織にも適用できる。
　損益計算書の最終数値の意味は，営利企業と
非営利組織とでは異なりはするものの，その最
終数値は双方の主体において重要な意味を持っ
ている。非営利組織での利益は，将来に生じる
リスクに対して当該主体が生み出したクッショ
ンの額を示し，多額の利益は，当該主体が利用
可能な資源で提供しうるだけのサービスを提供
しなかったことを意味する。反対に，損失は，

当該主体がその持分を維持できなかったことを
示し，その収入の範囲内で運営ができなかった
ために組織のサステナビリティに問題が生じて
いることを意味する（Anthony ［1984］）。
　公益法人は，一般法人法に基づく一般法人が
申請して認定を受けるものであり，非営利性が
前提になっているプライベート・セクターに区
分される法人である。公益認定等委員会で公益
法人と認定されるためには，公益目的とする事
業が「学術，技芸，慈善その他の公益の関する
別表各号に掲げる種類の事業で，不特定かつ多
数の者の利益の増進に寄与するもの」でなけれ
ばならず（認定法第２条），認定法別表には，
23種類の事業が掲げられている。公益法人は，
不特定多数の者の利益，すなわち公益の増進に
寄与する法人であるため，一定の業績評価を得
なければならない。
　資金提供者によって，資金の使途が時間と特
定の目的に関して制約されているため，公益法
人の会計では，資金提供者への情報提供を重視
して，資金の源泉の種類と性質によって資産に
対する拘束性を判断する。この判断によって，
純資産を指定正味財産と一般正味財産に区分し
て業績を表示している。拘束がある場合は指定
正味財産となり，拘束性がない場合は一般正味
財産となる２）。

２．利益業績

　独立行政法人の会計では，流入した資金が財
産的基礎であるかどうか，すなわち法人として
維持すべき資源（資金）かどうかを重視してお
り，それが財産的基礎と判断された場合は資本
取引となり，そうでなければ損益取引となる。
その判断にあたっては，資金の源泉と使途の両
面，すなわち，資金提供者の意思と利用者の意
思の両面から行われている。一方，公益法人の
会計では，資金提供者の意思により当該資金の
使途，処分又は保有形態に制約が課されている
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かどうかによって，指定正味財産か一般正味財
産かの区分が行われる。拘束性のない一般正味
財産の増減計算は，収益と費用の対応表示にな
っていて，拘束が解除された指定正味財産は，
一般正味財産の増加として振替えられる。
　このように独立行政法人と公益法人の会計で
は，業績の表示方法が異なりはするものの，そ
こでの利益は双方の主体持分において重要な意
味を持っている３）。独立行政法人の会計では，
主体持分は統制された１つの経済主体とみな
し，その経済主体が行う損益取引と資本取引（非
営利組織では，贈与資本取引）の区分に着目し
て，損益計算書で利益業績を表示する。一方，
公益法人の会計では，主体持分は１つの操作性
（operation）の単位としての資金集合体とみなし，
その資金の動きをもって組織の活動の観点を強
調しようとしているため，資金の拘束性の有無
に着目して，正味財産増減計算書で業績を表示
する。その中の一般正味財産の区分では，拘束
性がない資金を用いて得た利益の表示が行われ
ているため，一定の利益業績の評価が行える。

Ⅴ．KPIによる分析

１．KPIの役割

　公共サービスの担い手がパブリックかプライ
ベートかの垣根を超えて拡大している現状にお
いては，例えば，博物館のような入場料が主な
資金源泉である場合，独立行政法人であろうが
公益法人であろうが，入場料を得ながら財源処
置や補助金等を得て運営されている。
　非営利組織では，顧客志向と財務基盤の強化
に伴う市場原理の導入によって，業績に基づく
成果主義が浸透している。そのため，非営利組
織にとっては，サービス提供の努力と成果に関
する業績の評価が重要であるため，運営の透明
性や説明責任を高めることによって，公共サー
ビスの受け手と資金の提供者の満足度の向上を

目指すことになる。
　非営利組織のディスクロージャーを論じるに
は，非営利組織特有の業務および財務の性質を
考慮に入れながらも，営利企業のものと類似す
る財務報告の概念フレームワークや会計基準を
前提にしていく必要がある。営利企業では，近
年のESG（環境，社会，ガバナンス）情報への
社会の関心の高まりから，サステナビリティ業
績の開示が必要となっている。一方，非営利組
織では，アウトカムの評価に重点を置いていた
にも関わらず，それを測定する技法が未開発で
あったこともあり，近年，アウトカムを含んだ
サステナビリティ業績の開示に積極的である。
非営利組織にとっては，財務健全化は今日の最
重要課題であり，財務業績の重要性も再確認さ
れている。したがって，財務業績とサステナビ
リティ業績の評価に用いることが可能なKPI
に，営利企業と非営利組織での共有可能性を見
出すことができるなど，ディスクロージャーと
その分析についての新しい展開が期待されてい
る。
　サービス提供の努力と成果に関する業績の情
報提供は，独立行政法人が作成している行政サ
ービス実施コスト計算書を含めた財務諸表では
十分とは言えず，KPIによる表示が有効である。
KPIは，財務諸表とアウトカムを関連づける役
割を持つため，サービス提供の努力と成果に係
わる業績を示すことを可能にする。アウトカム
は，主体のアウトプットの結果として生じる，
もしくはアウトプットに合理的に起因する社会
への影響である。インプットは主体がアウトプ
ットを提供するために使用する資金であり，ア
ウトプットは主体が主体外部の受益者に提供す
るサービスである（IPSASB ［2015］）。

２．SASBのKPI

　ここでは，重要なサステナビリティ情報の開
示を行うための概念フレームワークを公表し，
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79の業種別KPIの会計基準の開発に取り組んで
いる米国のサステナビリティ会計基準審議会
（SASB）の会計メトリックを取り上げて検討
を加えてみる４）。SASBでは，基本的には，
1987年に国連に設置されたブルントラント委員
会が発表した「地球の未来を守るために（Our 
Common Future）」の中で使われたサステナビ
リティの定義である「将来世代のニーズを満た
す能力を損なうことなく現代のニーズを満たす
発 展 」（World Commission on Environment 
and Development ［1987］ ）を用いている。
　SASBは，投資者および公共の利益のために，
重要なサステナビリティの課題を開示する上
で，米国での公開企業が使用するためのサステ
ナビリティ会計基準を提供することを目的とし
て2011年に設立されている。SASBは，３つの
アプローチによってサステナビリティ会計の枠
組みを構築しており，その１つのアプローチに
業種別アプローチがある５）。
　そこで，営利と非営利のどちらの目的の組織
も混在する米国での医療・介護サービス業を選

択して会計メトリックの事例を検討してみたと
ころ，社会資本の領域とリーダーシップおよび
ガバナンスの領域でアウトカムに関連する会計
メトリックが確認できたので，図表４を用いて
紹介してみる。
　図表４では，社会資本の領域で，顧客の福利
という課題を設定し，そこでのトピックを医療
の質と患者の満足度に特定している。その会計
メトリックとしては，メディケアおよびメディ
ケイドのサービスセンター（CMS）が定義す
るような急性心筋梗塞と心不全の過剰再入院率
が挙げられている。この指標は，医療サービス
の受け手である患者の満足度と医療の質を示す
ことになり，患者数の増減を左右して収益に影
響が生じることになる。また，リーダーシップ
およびガバナンスの領域で，公平な情報開示と
品質表示という課題を設定し，そこでのトピッ
クを価格設定と料金の透明性に特定している。
その会計メトリックとして，治療費について，
治療手続き前での患者への十分な情報提供が確
実に行えるようにするための政策や取り組みの

（出所：SASB ［2017a］ p.p.151-154.）

図表４　SASBの医療・介護サービス業の会計メトリック

領域 課題 トピック 財務的影響

環境

エネルギー管理

エネルギーと廃棄物の
効率

費用,資産,
資本コスト

年間総エネルギー消費量と再生可能エネルギーが占める割合

廃棄物と有害物質
の管理

規制された医療廃棄物の発生量及びその処分量 （例えば，敷地内

の焼却,埋立,処理/貯蔵/処分施設等）

環境と社会が資産
及び経営管理へ

与える影響

気候変動が人の健康と
インフラストラクチャー

に及ぼす影響

気候変動が事業活動と物的なインフラストラクチャ―に与える影響に
取り組む事業戦略の説明

社会資本

顧客の福利 ケアの質と患者満足度 収益,費用,
資産,資本コスト

メディケアおよびメディケイドサービスセンター（CMS）が定義するよ
うな急性心筋梗塞および心不全の過剰再入院率

利用方法と負担感
低所得患者のための

利用方法
収益,費用

データの機密保護と
患者のプライバシー

患者のプライバシーと
電子カルテ

収益,費用,
資産,負債

メディケアおよびメディケイドサービスセンター（CMS）の「有意義な
使用」条件を満たす電子医療カルテ（EMR）または電子健康カル
テ（EHR）に該当する患者カルテの割合

人的資源
従業員の募集，
人材開発，
継続雇用

従業員の募集，
人材開発，継続雇用

収益,費用,
資産

リーダーシップ
とガバナンス

組織の倫理と
料金の透明性

不正な手続きと
不要な治療

収益,費用,
資産,負債

虚偽請求取締法に基づくメディケアおよびメディケイドにおける不
正請求に関連する法律上および規制上の罰金あるいは和解に関
する説明。当該事象に対応して実施される是正措置の説明。

公平な情報開示と
品質表示

価格設定と料金の
透明性

収益,資産

保険未加入者のための代替価格設定メカニズム又は保険未加入者
のためのプログラムを含む，患者の保険加入状況（すなわち，民間
保険，政府保険，保険未加入）を管理するための戦略の説明

経営幹部，上級管理者，中級管理者，専門職，その他の従業員に

対する自己都合又は会社都合による従業員の離職率

治療費について，手続き前での患者への十分な情報が提供されて
いることを確実にするための政策や取り組みの説明

会計メトリック
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説明が挙げられている。この説明の中で使われ
る指標は，組織の競争上の地位や評判に影響を
与えて，患者数の増減を左右して収益に影響が
生じることになる。これらの会計メトリックは，
サービス提供の努力が成果にどう結びつくかを
考慮していて，組織の中・長期的な成長の可能
性を示す指標となる。
　アウトカムは，事業活動とアウトプットによ
ってもたらされる「資本」の内部的および外部
的な帰結である。内部的な帰結とは，例えば，
従業員のモラルや組織の評判であり，外部的な
帰結とは，例えば，製品あるいはサービスから
得る顧客の便益，雇用や納税による地域経済へ
の貢献，環境への影響などである。帰結には，
「資本」の正味の増加がもたらされることによ
って価値が創造されるポジティブなものと，「資
本」の正味の減少がもたらされることによって
価値が減少または毀損されるものがある（WICI 
［2010］）。
　これらの「資本」について，SASBでは，組
織の現在または将来の財務業績に影響を与える
可能性のある環境，社会資本，人的資本，ビジ
ネスモデルとイノベーション，リーダーシップ
とガバナンスの５つのサステナビリティの領域
に特定して会計メトリックを開発している６）。
その会計メトリックは，事業運営の持続可能性
を分析する指標（メトリック）として，以下の
利用を可能とする（SASB ［2017a］ p. 308）。
　　①   定性的なデータと定量的なデータを関

連づけることができる。
　　②   組織にとっての重要なサステナビリテ

ィに係わるトピックを公正に表現して
業績を説明して，情報利用者が意思決
定プロセスにおける情報のトータルミ
ックス（total mix）を確実に利用する
ことができるようにする。トータルミ
ックスとは，一方で設定を変えると，
もう一方にも連動するようになってい

ることをいう。
　　③   サステナビリティの影響と同様に，イ

ノベーションの機会を説明することが
できる。

　SASBでは，KPIという用語ではなく，「業績
メトリック」（performance metrics）７）を使用
していて，それは，サステナビリティの課題お
よび長期的な価値創造の可能性に関する組織の
立場を特徴づけるものと定義されている。これ
らの指標の開示によって，一定の戦略に基づき
展開される組織の価値創造プロセスを，その結
果であるキャッシュフローと結び付けることを
可能にすることを通して，事業活動の実態への
洞察力を深め，組織の将来を見通す手掛かりを
与えることが可能となる。したがって，会計メ
トリックは，アウトカムに関連づけた情報の開
示とその分析指標の提供を可能にするなど，デ
ィスクロージャーの機能を付加することに役立
つ。

Ⅵ．おわりに

　非営利組織の財務諸表は，非営利組織の財務
報告の基本目的から導き出された諸機能につい
て，財務諸表間で分担できるように体系化され，
資金の管理者の受託責任および業績を評価する
のに有用な情報を提供する。そこでは，資金（資
源）の管理および保全についてだけではなく，
それらの効率的で効果的な利用についても情報
提供する必要がある。
　独立行政法人の会計では，主体持分の増減を
資本取引と損益取引に区分して利益業績が損益
計算書で表示され，一方，公益法人の会計では，
拘束性がない資金を用いて獲得した利益につい
ては，正味財産増減計算書の一般正味財産の区
分で収益と費用の対応表示が行われている。
　サステナビリティは，長期的に価値を創造す
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る能力を維持または強化する組織の活動を表わ
す。会計メトリックの開発は，組織の現在また
は将来の財務業績に影響を与える可能性のある
サステナビリティの領域を特定して行われてお
り，その会計メトリックは，サステナビリティ
業績の評価に用いられ，組織の持続可能性を分
析する指標として利用することができる。会計
メトリックが加わったディスクロージャーによ
って，非営利組織の財務的生存力，使途指令等
の準拠性，管理者業績およびサービス提供コス
トの分析が一段と進展する。

（注）

１） 　独立行政法人と同類型なのは，国立大学法人，

地方独立行政法人，医療法人,地方公営企業などが

あり，期間収益と期間費用の対応表示で業績を表

示するのが特徴である。公益法人と同類型なのは，

社会福祉法人，宗教法人，地方公共団体（基準モ

デル）などがあり，純資産の期間変動額の内訳を

総額表示して業績を表示するのが特徴である。詳

細は，（小西［2012］）を参照願いたい。

２） 　公益法人の会計では，寄付には国や地方公共団

体からの補助金等も含まれるとされるが，ここで

は，独立行政法人会計基準との比較という観点か

ら，補助金等と寄付金の用語を分けて使用してい

る。

３） 　例えば，独立行政法人の会計では，寄付者が使

途を特定しても，また法人自ら使途を特定しても，

寄付金によって非償却資産を購入した場合には，

中期計画の範囲内ならば，その支出時に資本剰余

金となることが確定し，そうでなければ，当該支

出時には負債で計上して売却等の支出後に利益剰

余金に振り替える。これに対して公益法人の会計

では，法人自ら使途を特定した場合には支出前も

支出後も一般正味財産の増加となり，寄付者が使

途を特定した場合には，支出前も支出後も指定正

味財産の増加となる。詳細は，小西［2017］の第

１章と第２章を参照願いたい。

４） 　SASBについての詳細は，2017年11月に開催され

た日本会計研究学会第65回関東部会の統一論題「会

計研究領域の拡張」の中での「KPIの開示にみる会計

研究領域の拡張」にて説明している（小西［2018］）。

５） 　残りの２つは，証拠ベースアプローチと市場情

報に基づくアプローチである。

６） 　医療・介護サービス業では，５つの領域の内，

４つの領域が選択されている。

７） 　SASBのホームページ等では，会計メトリックと

いう用語を使用している。
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